
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
七
十
四
号

元
南
西
諸
島
官
公
署
職
員
等
の
身
分
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

元
南
西
諸
島
官
公
署
職
員
等
の
身
分
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
き
、
元
南
西
諸

島
官
公
署
職
員
等
の
身
分
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
元
南
西
諸
島
官
公
署
職
員
か
ら
除
か
れ
る
職
員
）

第
一
条
　
元
南
西
諸
島
官
公
署
職
員
等
の
身
分
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政

令
第
三
百
二
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
指
定
す
る
職
員
は
、
旧
地
方
官

官
制
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
百
四
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
元
沖
縄
県
知
事
の
職
務
を
代
理
し
た

元
沖
縄
県
の
内
政
部
長
若
し
く
は
内
務
部
長
又
は
地
方
自
治
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
二
十

三
年
政
令
第
三
百
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
九
号
）
第
七
十

六
条
の
規
定
に
よ
り
元
沖
縄
県
知
事
の
職
務
を
代
理
し
た
福
岡
県
総
務
部
長
に
よ
り
退
職
の
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
た

元
沖
縄
県
の
職
員
と
す
る
。

（
俸
給
等
の
受
給
申
出
書
）

第
二
条
　
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
支
給
す
べ
き
俸
給
そ
の
他
の
給
与
又
は
退
職
手
当
（
以

下
「
俸
給
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
受
給
申
出
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
受
給
申
出
書
に
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
職
員
（
以
下
「
旧
職
員
」
と
い
う
。
）
の
履
歴
書
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
受
給
申
出
書
を
提
出
す
べ
き
者
（
以
下
「
受
給
申
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旧
職
員
（
そ
の
者
が
す

で
に
死
亡
し
て
い
る
と
き
は
そ
の
者
の
遺
族
）
と
す
る
。
但
し
、
旧
職
員
が
未
帰
還
職
員
（
元
南
西
諸
島
官
公
署

職
員
等
の
身
分
、
恩
給
等
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
未
帰
還
職
員
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
現
に
海
外
に
あ
る
と
き
は
、

そ
の
家
族
（
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
留
守

家
族
を
い
う
。
）
と
す
る
。

第
三
条
　
前
条
の
受
給
申
出
書
に
は
、
旧
職
員
が
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
履

歴
書
の
外
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
　
そ
の
者
の
死
亡
の
年
月
日
及
び
旧
職
員
と
受
給
申
出
者
と
の
続
柄
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
戸

籍
及
び
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本

二
　
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
暫
定
措
置
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
傷
いヽ
疾
病
（
以
下
「
傷
いヽ
疾
病
」
と
い
う
。
）
に
因
り
昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
以
後
琉
球
諸
島
民
政
府
職

員
を
退
職
し
た
者
　
そ
の
者
が
傷
いヽ
疾
病
に
因
り
退
職
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
退
職
当
時
の
勤
務

庁
又
は
そ
の
事
務
を
引
き
継
い
だ
機
関
の
長
の
証
明
書
及
び
医
師
の
診
断
書

三
　
未
帰
還
職
員
で
あ
つ
た
者
で
帰
国
し
た
も
の
　
そ
の
者
の
帰
国
の
年
月
日
及
び
そ
の
上
陸
地
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
公
の
機
関
の
発
行
し
た
証
明
書

四
　
未
帰
還
職
員
（
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
で
現
に
海
外
に

あ
る
者
　
そ
の
者
が
未
帰
還
職
員
で
現
に
海
外
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
及

び
そ
の
者
と
受
給
申
出
者
と
の
続
柄
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本

（
扶
養
親
族
認
定
申
請
書
）

第
四
条
　
第
二
条
第
一
項
の
受
給
申
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
俸
給
等
の
う
ち
に
扶

養
親
族
に
係
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
扶
養
親
族
認
定
申
請
書
及
び
旧
職
員
と

当
該
扶
養
親
族
と
の
続
柄
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遺
族
が
受
給
申
出
書
を
提
出
す
る
場
合
）

第
五
条
　
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
給
申
出
者
で
あ
る
旧
職
員
の
遺
族
が
同
条
第
一
項
の
受
給
申
出
書
を
提
出

す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
同
順
位
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
者
が
協
議
の
上
そ
の
う
ち
の
一
人

を
総
代
者
に
定
め
て
な
す
も
の
と
す
る
。

（
在
職
年
通
算
辞
退
申
出
書
）

第
六
条
　
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
（
令
第
十
七
条
及
び
令
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ

り
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
在
職
年
の
通
算
を
辞
退
す
べ
き
旨
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
辞
退
申
出

者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
辞
退
申
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
辞
退
申
出
書
に
は
、
辞
退
申
出
者
の
履
歴
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
給
申
出
書
等
の
経
由
）

第
七
条
　
第
二
条
第
一
項
の
受
給
申
出
書
は
、
そ
の
者
が
居
住
す
る
都
道
府
県
の
知
事
に
差
し
出
す
も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
第
一
項
の
辞
退
申
出
書
は
、
沖
縄
県
知
事
に
差
し
出
す
も
の
と
す
る
。

（
受
給
申
出
書
等
の
提
出
部
数
）

第
八
条
　
第
二
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
べ
き
受
給
申
出
書
又
は
辞

退
申
出
書
及
び
こ
れ
ら
に
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
三
部
と
す
る
。

（
期
間
の
区
分
）

第
九
条
　
令
第
二
十
五
条
第
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
期
間
の
区
分
は
、
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
、

四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
、
七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
及
び
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
の
四
期
と
す
る
。

（
恩
給
に
関
す
る
仕
訳
書
等
）

第
十
条
　
令
第
二
十
五
条
第
一
項
の
恩
給
に
関
す
る
仕
訳
書
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
恩
給
裁
定
の
要
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
通
知
書
を
も

つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
員
に
含
ま
れ
る
も
の
）

第
十
一
条
　
令
別
表
第
一
備
考
二
の
奄
美
群
島
に
あ
つ
た
機
関
に
属
す
る
職
員
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、
同
表
第
二
欄

及
び
第
三
欄
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
各
庁
の
長
、
課
長
、
係
長
、
主
任
そ
の
他
の
職
員
で
、
選
挙
管
理
委
員
会
委

員
、
監
査
委
員
及
び
公
安
委
員
を
除
く
職
員
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
昭
和
二
十
八
年
八

月
一
日
か
ら
、
第
十
四
条
の
規
定
は
昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
九
日
総
理
府
令
第
八
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
五
月
一
五
日
総
理
府
令
第
三
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
四
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
一
日
総
理
府
令
第
二
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
六
日
総
理
府
令
第
五
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
一
日
総
理
府
令
第
一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
五
日
総
理
府
令
第
三
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
六
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
〇
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1



別
記

様
式
第
一
号

岩
崎
’

岡
崎
陣
地

先
甫
西
崎
高
官
公
聴
破
損
樽
の
身
分
、
恩
給
毎
の
特
別
指
慨
に
関
す
る
穂
樟
施
骨
罰
則
第
＝
条
第
『
噴
の
規
定

に
よ

9
、
容
の
者
に
係
る
修
蛤
噂
の
受
紛
の
申
出
を
い
た
L
常
手
、

年

胸
舵

峨
旗
第
亡
号

一
整
理

t→ 
間
韓
国
周
に
関
す
る
静
雄
官
申
明

間
創

月

自

穆
蕗
申
胡
畠
借

家

鯖
現
住
所長

名
門
ブ
リ
ガ
申
d
M

国
職
員
と
受
給
場
世
者
と
の
館
栂

内
閣
館
副
大
臣
殿

情

-& 

見

g 

月

百
＠ 

倒
3mI一

悼
の
川
か
ら
倒
ま
で
の
各
線
は
必
ず
民
入
す
る
こ
と
．
也

L）
wm印
の
視
に
あ
る
木
製
の
文
字
は
請
す
ζ

L
’』・

二
陶
の
川
か
ら
臨
ま
で
の
閣
ば
酷
当
事
輔
の
み
を
記
λ
す
る
こ
と
a

三
闘
機
角
か
す
で
に
庇
亡
し
て
い
る
場
曾
は
、

H
の
現
也
臨
問
。
棚
に
は
そ
の
設
の
死
亡
当
時
の
住
所
を
記
入

す
る
こ
と
．

様
式
第
二
号

機
拭
鯨
Z

’

:f 

~i1鮪
かっ

2·~ 
i、

4’ 
~I 

関

脂

住

地

~：11.~ ：~1 聞
宝生IL

住

地

． 
” 

暢

帽
婦
，】

対
印
の
帽
の
本
制
慣
の
文
学
館
構
す
こ
弘

ニ
伺
の
昏
雌
柵
は
、
悶
職
員
U
伊
幽
刷
和
ニ
十
叩
M

串
｝
目
月
コ
十
凡
目
に
拘
い
w
て
紫
雌
阿
‘
選
鴫
艦
周
と
し
℃
指
樽
M

仲
に
占
骨
恥
v司

且
つ
、
阿
邸
叩
内
月
一

肥
入
し
な
い
W
愉

h

弘

、

一
お
と
の
蜘
繍
’

q
按
聾
襲
崎
－

E
に
欄
…
慨
す
る
と
弘
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様
式
第
三
号

様
式
第
四
号
　
削
除
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様
式
第
五
号

機焼却..

制府鵬 a風船交付金制仕配備（糊l!;t噌ぬtJ高） ~＇ ~· ~，ti時
副島叫幽幽幽晶画凶幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽幽針縫糊醐鳩~噛網棚糊棚総務岡崎圃咽糊醐糊糊醐欄世

嫡 拠＿＿L＿~~…一
文官

側諜舛阿晶の骨

骨臓磁蹴制民

側端外側棋の分
散宵職’員

術~外側·;gめ分

場神退職員

側諸島舛側4目的分

合計

制…j…~－－·一一ιl

－側帯。僻鴻腸織、扶助事時司一時』車輪J(Jt…時株納割に；｝l't唱抱紙すること畳

様
式
第
六
号

翻
砲
店
閣
官
繍
趨
知
禽

一
城
麟
持
制
又
樹
氏

一
臨
書
又
は
今

日
臨
繭

亡命副
官
劇
島
糧
鯛

紬
鷲
協
組
温
帯

輔
氏
第
六
暢

鱗

4静月間

臨
調
鴫
掛
時
の
省
機
又

4

は
必
跡
直
周
と
の
続
柄

続
書
文
鴇
…

唱
綿
一
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